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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 基幹系システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 

市税等収納管理、市税等口座振替登録、納付相談、市税過誤納

金還付、市税等督促、滞納整理、執行停止及び不納欠損処分、

市税諸証明発行 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２漢字及びカナ氏名、３住所、４生年

月日、５年齢、６性別、７同一世帯及び共有者の氏名・年齢、

８税調定情報、９税収納情報、10 税滞納額） 

記録範囲 本市にて課税対象となっている者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、職場等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 税務署等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 滞納管理システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 

市税等収納管理、市税等口座振替登録、納付相談、市税等督促、

電話催告、滞納整理、執行停止及び不納欠損処分、市税諸証明

発行 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２漢字及びカナ氏名、３住所、４生年

月日、５年齢、６性別、７同一世帯及び共有者の氏名・年齢、

８税賦課情報、９税収納情報、10 調査情報、11 処分情報、12

税滞納額、13 経過記録） 

記録範囲 本市にて課税対象となっている者 

記録情報の収集方法 基幹系システム、本人、代理人、親族、職場、金融機関等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 税務署等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 4年 12 月 20 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 電話催告システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の催告を行うため 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２漢字及びカナ氏名、３住所、４生年

月日、５年齢、６性別、７同一世帯及び共有者の氏名・年齢、

８税賦課情報、９税収納情報、10 調査情報、11 処分情報、12

税滞納額、13 経過記録） 

記録範囲 本市にて未納税がある者 

記録情報の収集方法 滞納管理システム、本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 預金照会速報データ 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の滞納処分を行うため 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２漢字及びカナ氏名、３住所、４生年

月日、５年齢、６口座支店名、７口座番号、８口座種別、９預

金残高、10 貸付の有無） 

記録範囲 本市にて滞納税がある者 

記録情報の収集方法 滞納管理システム、金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 軍用地リスト 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の滞納処分を行うため 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２漢字及びカナ氏名、３住所、４行政

区、５滞納税額） 

記録範囲 本市にて滞納税がある者 

記録情報の収集方法 滞納管理システム、防衛局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 各種差押調書 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の滞納処分を行うため 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２氏名、３住所、４滞納税額、５処分

物件目録） 

記録範囲 本市にて滞納税がある者 

記録情報の収集方法 
滞納管理システム、金融機関、勤務先、法務局、その他関係機

関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 
 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 実態調査照会リスト 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の滞納処分を行うため 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２氏名、３住所） 

記録範囲 本市にて滞納税がある者、他自治体にて滞納がある者 

記録情報の収集方法 滞納管理システム、その他関係機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 執行停止決議書 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の滞納処分の執行停止を行うため 

記録項目 

納付者情報（１住民 CD、２氏名、３住所、４滞納税額、５処分

物件目録） 

 

記録範囲 本市にて滞納税があり、執行停止要件に該当する者 

記録情報の収集方法 本人、滞納管理システム、その他関係機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課 

個人情報ファイルの名称 定額減税補足給付金支給要件確認書 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部 納税課 

個人情報ファイルの利用目的 
・当該給付金の受給意思の確認及び支給要件確認を行うため 

・支給結果の確認 

記録項目 

１住民 CD、２本人氏名、３本人住所、４税情報、５代理人氏名、

6 代理人住所、7 代理人生年月日、8 口座情報、9本人確認書類、

10 戸籍謄本、11 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書、

12 代理人目録 

記録範囲 

・所得税及び個人住民税の定額減税において減税しきれないと

見込まれる者（当初調整給付） 

・当初調整給付の支給額に不足が生じる者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム、他自治体への照会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292  

沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和７年１２月１７日 

 

 


